
令和6年度 秋田県税務統計書

1　 年度別徴税費

番

号 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

1 3,073,279 100.0 3,055,759 100.0 3,127,860 100.0 3,164,290 100.0 3,140,220 100.0

2 879,648 28.6 873,386 28.6 850,483 27.2 847,612 26.8 855,081 27.2

3 451,886 - 456,273 - 443,253 - 438,023 - 438,300 -

4 254,328 - 245,363 - 237,783 - 240,142 - 243,574 -

時 間 外 勤 務 手 当 5 17,890 - 13,352 - 11,198 - 13,381 - 17,399 -

特 殊 勤 務 手 当 6 1,385 - 1,251 - 1,299 - 1,332 - 1,023 -

そ の 他 の 手 当 7 235,053 - 230,760 - 225,286 - 225,429 - 225,152 -

8 173,434 - 171,750 - 169,447 - 169,447 - 173,207 -

9 1,474 0.0 1,637 0.1 2,784 0.1 3,178 0.1 2,982 0.1

10 415,509 13.5 406,455 13.3 501,923 16.0 557,739 17.6 489,983 15.6

需 用 費 11 39,749 - 39,218 - 39,387 - 43,075 - 39,435 -

通 信 運 搬 費 12 37,048 - 36,698 - 34,913 - 39,392 - 77,261 -

備 品 費 13 -             - -             - 22           - 453          - -                -

そ の 他 14 338,712    - 330,539    - 427,601    - 474,819    - 373,287       -

15 1,776,648 57.8 1,774,281 58.1 1,772,670 56.7 1,755,761 55.5 1,792,174 57.1

個人県民税徴収取扱費 16 1,463,803 - 1,453,524 - 1,439,825 - 1,425,173 - 1,439,650 -

地方消費税徴収取扱費 17 52,673 - 54,574 - 54,629 - 48,074 - 54,438 -

納税貯蓄組合連合会補助金 18 1,129 - 1,069 - 809 - 802 - 671 -

特別徴収義務者交付金等 19 234,150 - 234,046 - 242,785 - 225,007 - 225,307 -

そ の 他 20 24,893 - 31,068 - 34,622 - 56,705 - 72,108 -

21 91,917,441 - 99,633,779 - 99,966,409 - 97,543,635 - 101,117,720 -

22 - 3.3 - 3.1 - 3.1 - 3.2 - 3.1

23 138 - 139 - 134 - 133 - 132 -

事 務 吏 員 数 24 122 - 123 - 118 - 117 - 116 -

そ の 他 の 職 員 数 25 16 - 16 - 16 - 16 - 16 -

26 666,068 - 716,790 - 746,018 - 733,411 - 766,043 -

27 22,270 - 21,984 - 23,343 - 23,792 - 23,789 -

人件費（含 旅 費） 28 6,385 - 6,295 - 6,368 - 6,397 - 6,500 -

（Ａ＋Ｂ）/④

物件費（含徴収取扱費等） 29 15,885 - 15,689 - 16,975 - 17,395 - 17,289 -

（Ｃ＋Ｄ）/④

　注　1　「徴税職員数」は、各年度の年度末日現在における人員数である。

　　　2　「徴税職員数」の「事務吏員数」は、派遣職員を除いた実人員数である。

　　　3　「徴税職員数」の「その他の職員」とは、会計年度任用職員である。

① 徴 税 費 （ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ）

人 件 費 （ Ａ ）

職 員 給

諸 手 当

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

③税収入に対する徴税費の割合 ①/②

④ 徴 税 職 員 数

⑤徴税職員１人当りの税収入額　②/④

⑥徴税職員１人当りの徴税費 ①/④

そ の 他 の 人 件 費

旅 費 （ Ｂ ）

需 用 費 等 （ Ｃ ）

徴 収 取 扱 費 等 （ Ｄ ）

② 税 収 入 （ 決 算 額 ）
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令和6年度 秋田県税務統計書

2 　個人県民税徴収取扱費交付額

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

円 円 円 円 円

1,420,319,250 1,413,284,250 1,395,483,750 1,386,153,000 1,388,259,750

（ 納 税 者 数 ( 人 ) ） (473,475) (471,448) (461,972) (461,994) (463,001)

154,529 172,528 107,347 126,667 189,057

（ 払 込 金 額 ( 円 ) ） (2,207,802) (2,464,836) (1,533,702) (1,809,689) (1,040,617,027)

35,386,113 32,362,112 32,369,753 30,484,057 38,639,995

-                   -                   -                   -                   -                   

7,942,568 7,704,769 11,864,157 8,409,278 12,561,464

1,463,802,460 1,453,523,659 1,439,825,007 1,425,173,002 1,439,650,266交 付 額 計

　
　注　交付額の算定基礎は次による。
 
　   1　「納税義務者数によるもの」は、納税義務者一人につき3,000円
　
　　 2　「県に払い込まれた金額によるもの」は、平成18年度以前の課税分に係る払込金額の100分の7に相当する額
 
　   3　「過誤納金及び還付加算金によるもの」、「納期前納付による報奨金によるもの」及び「配当割額又は株式等
　　　　譲渡所得割額の還付（充当）によるもの」は、それぞれ相当する額

納 税 義 務 者 数 に よ る も の

県に払い込まれた金額によるもの

過誤納金及び還付加算金によるもの

納期前納付による報奨金によるもの

配 当 割 額 又 は 株 式 等 譲 渡
所得割額の還付（充当）によるもの
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3 　特別徴収義務者等に対する交付金  

交付額計

対象人員 対象税額 交付額 対象団体 交付額 交付額

人 円 円 円 円

ゴルフ場利用税 16 153,126,200 764,800 1             300,000           1,064,800

軽 油 引 取 税 103 8,960,562,269 223,477,300 1             4,000,000         227,477,300

産業廃棄物税 10 224,351,822 5,607,500 -             -                    5,607,500

計 129 9,338,040,291 229,849,600 2           4,300,000       234,149,600

ゴルフ場利用税 16 145,490,200 726,500 1             300,000           1,026,500

軽 油 引 取 税 103 9,126,176,502 227,717,600 1             4,000,000         231,717,600

産業廃棄物税 9 224,085,270 5,601,000 -             -                    5,601,000

計 128 9,495,751,972 234,045,100 2           4,300,000       238,345,100

ゴルフ場利用税 16 153,041,350 764,400 1             300,000           1,064,400

軽 油 引 取 税 100 9,359,722,263 232,558,000 1             4,000,000         236,558,000

産業廃棄物税 9 206,586,487 5,162,500 -             -                    5,162,500

計 125 9,719,350,100 238,484,900 2           4,300,000       242,784,900

ゴルフ場利用税 16 149,529,000 746,700 1             300,000           1,046,700

軽 油 引 取 税 104 8,977,290,693 224,260,200 1             4,000,000         228,260,200

産業廃棄物税 8 224,705,729 5,617,000 -             -                    5,617,000

計 128 9,351,525,422 230,623,900 2           4,300,000       234,923,900

ゴルフ場利用税 15 134,325,850 666,700 -             -                    666,700

軽 油 引 取 税 102 8,759,696,316 218,987,200 1             3,000,000         221,987,200

産業廃棄物税 8 226,155,955 5,653,000 -             -                    5,653,000

計 125 9,120,178,121 225,306,900 1           3,000,000       228,306,900

　注　１　特別徴収義務者交付金の算定基礎は次による。

　　　　・ゴルフ場利用税に係るものは、交付年度の前年度において納期内納入した額の100分の0.5。

　　　　・軽油引取税及び産業廃棄物税に係るものは、交付年度の前年度において納期内納入（徴収猶予期間内納入を含む。）した額の

　　　２　特別徴収指導交付金は、特別徴収義務者を構成員とする団体に対して予算の範囲内で交付する。

         100分の2.5。

特別徴収義務者交付金 特別徴収指導交付金交付
年度

対象税目

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度
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4 　市町村に対する交付金

個 人 県 民 税
徴 収 取 扱 費

県 民 税
利 子 割
交 付 金

県 民 税
配 当 割
交 付 金

県民税株式等
譲 渡 所 得 割
交 付 金

法 人 事 業 税
交 付 金

地 方 消 費 税
交 付 金

ゴ ル フ 場
利 用 税
交 付 金

ゴ ル フ 場
利 用 税
交 付 金
(震災特例分)

自 動 車 税
環 境 性 能 割
交 付 金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

鹿 角 市 45,339,008 886,000 10,852,000 16,834,000 52,199,000 761,977,000 - - 18,785,000

小 坂 町 6,770,164 157,000 1,926,000 2,981,000 11,889,000 135,781,000 - - 3,201,000

大 館 市 105,184,847 2,443,000 29,874,000 46,299,000 133,659,000 1,843,721,000 4,563,160 66,456 25,195,000

北 秋 田 市 41,711,738 885,000 10,810,000 16,740,000 52,457,000 785,523,000 6,354,075 3,981 18,912,000

上 小 阿 仁 村 2,646,361 45,000 579,000 901,000 3,151,000 52,285,000 - - 1,752,000

能 代 市 75,200,522 1,741,000 21,265,000 32,942,000 101,395,000 1,346,339,000 - 4,804 19,833,000

藤 里 町 3,826,091 61,000 749,000 1,157,000 3,560,000 70,640,000 - - 3,088,000

三 種 町 21,341,623 420,000 5,107,000 7,884,000 19,898,000 375,741,000 10,706,150 183,371 9,209,000

八 峰 町 9,446,255 171,000 2,106,000 3,262,000 8,828,000 162,799,000 616,236 5,659 3,824,000

秋 田 市 481,181,102 13,778,000 168,292,000 260,697,000 633,442,000 8,319,000,000 52,217,970 1,160,151 70,985,000

男 鹿 市 33,803,584 709,000 8,660,000 13,405,000 38,413,000 637,467,000 7,885,080 4,557 14,257,000

潟 上 市 47,928,093 1,022,000 12,524,000 19,421,000 37,906,000 770,268,000 - - 10,885,000

五 城 目 町 11,183,010 223,000 2,723,000 4,207,000 12,695,000 215,279,000 - - 4,067,000

八 郎 潟 町 7,600,041 151,000 1,852,000 2,861,000 7,414,000 137,943,000 - - 1,999,000

井 川 町 6,143,536 118,000 1,459,000 2,256,000 7,803,000 118,363,000 - - 2,956,000

大 潟 村 5,605,551 220,000 2,647,000 4,061,000 6,299,000 81,733,000 - - 7,403,000

由 利 本 荘 市 113,903,060 2,562,000 31,384,000 48,677,000 140,188,000 1,976,528,000 - 120,002 41,910,000

に か ほ 市 35,956,121 882,000 10,831,000 16,805,000 43,387,000 618,143,000 - - 15,656,000

大 仙 市 113,869,956 2,486,000 30,394,000 47,104,000 145,102,000 2,052,588,000 8,094,450 10,123 61,728,000

仙 北 市 34,243,441 672,000 8,233,000 12,760,000 45,873,000 650,129,000 - - 17,411,000

美 郷 町 27,451,135 494,000 6,026,000 9,322,000 27,841,000 469,841,000 - - 20,511,000

横 手 市 125,611,585 2,717,000 33,121,000 51,244,000 166,606,000 2,282,865,000 5,965,400 - 44,412,000

湯 沢 市 60,770,128 1,179,000 14,413,000 22,324,000 79,360,000 1,114,800,000 - 20,153,000

羽 後 町 19,216,468 346,000 4,231,000 6,551,000 20,118,000 347,191,000 - 8,255,000

東 成 瀬 村 3,716,846 57,000 718,000 1,124,000 4,372,000 69,302,000 - 2,449,000

合　　計 1,439,650,266 34,425,000 420,776,000 651,819,000 1,803,855,000 25,396,246,000 96,402,521 1,559,104 448,836,000

　注　算定基礎は次による。
　  1　個人県民税徴収取扱費交付金は、納税義務者数×3,000円等である。（第５　２「個人県民税徴収取扱費交付額」の注記参照）
 　　2　ゴルフ場利用税交付金は、ゴルフ場利用税の収入額の10分の7である。
　　　　震災特例分は、平成23年3月11日に福島第一及び福島第二原子力発電所において発生した事故に伴い、県に対して支払われるゴルフ場
　　　利用税の減収額に対する賠償額の一部について、平成23年度のゴルフ場利用税交付金の交付対象となった市町村に対して、県が受領した
　　　ゴルフ場利用税の減収額に対する賠償額に10分の7を乗じた額について、県への賠償額の算出方法に基づき市町村ごとの賠償額を算出し、
　　　交付金の総額を当該市町村ごとの賠償額の総額に対する当該市町村ごとの賠償額の割合によってあん分したものである。
 　　3　自動車税環境性能割交付金は、自動車税環境性能割の収入額の100分の40.85相当額を市町村道の延長及び面積であん分したものである。
 　　4　県民税利子割交付金は、県民税利子割の収入額の100分の59.4相当額を過去3年間の個人県民税の収入額によりあん分したものである。
 　　5　県民税配当割交付金は、県民税配当割の収入額の100分の59.4相当額を過去3年間の個人県民税の収入額によりあん分したものである。
 　　6　県民税株式等譲渡所得割交付金は、県民税株式等譲渡所得割の収入額の100分の59.4相当額を過去3年間の個人県民税の収入額により
 　　 あん分したものである。
 　　7　法人事業税交付金は、法人事業税の収入額の100分の7.7相当額を各市町村の従業者数であん分したものである。
 　　8　地方消費税交付金は、清算後の地方消費税収入額の2分の1に相当する額について、各市町村の人口及び従業者数（社会保障財源分につ
 　　 いては各市町村の人口）であん分したものである。

5 　納税貯蓄組合連合会補助金交付額

構成員数 a (a×15,000)A 定額分 B 計（A＋B）① 市町村数 c (c×30,000)C 中学校数 d (d×10,000)D 計(C＋D)②

円 円 円 円 円 円

5 75,000 620,000 695,000 5 150,000 22 220,000 370,000

補助金返納額

③

円 円

394,140 670,860

  注　この調は、秋田県納税貯蓄組合連合会に対する補助金交付額について作成したものであり、交付基準は次による。
   　1　県連合会の事務に要する経費　
　      県連合会の構成員（地区連合会(地区連合会がない地域にあっては市町村連合会)）の数に15,000円を乗じた額に620,000円を加算した額
     2  対象事業（※）に要する経費
        対象事業において地区連合会又は市町村連合会が分担する市町村数に30,000円を乗じた額と、当該市町村に所在する中学校の数に10,000
      円を乗じた額との合算額
　　 3  対象事業とは、全国納税貯蓄組合連合会が国税庁との共催により実施する中学生の「税についての作文」募集事業のうち、県連合会及び
　　　その構成員が分担して行う事業

補助金の額
(①+②-③)

県連合会の事務に要する経費 対象事業に要する経費

- 90 -


